
栃
木
県
文
芸
家
協
会
規
約 

 
第
一
条 

 

本
会
は
栃
木
県
文
芸
家
協
会
と
称
す
る
。 

第
二
条 

 

本
会
は
下
記
の
事
業
を
行
う
。 

 
 

 
 

 

機
関
誌
の
発
行
、
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
会
員
相
互
の
親
睦
、
そ
の

他
本
会
の
発
展
に
資
す
る
事
業
。 

第
三
条 

 

会
員
は
、
栃
木
県
在
住
者
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
と
す
る
。 

第
四
条 

 

会
員
は
、
小
説
・
評
論
・
随
筆
・
児
童
文
学
・
詩
・
短
歌
・
俳
句
・
川
柳
の
創
作

者
ま
た
は
愛
好
者
と
す
る
。 

第
五
条 

 

入
会
は
、
会
員
二
名
の
推
薦
を
受
け
て
会
長
に
提
出
し
、
正
副
会
長
の
承
認
を
受

け
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

 

会
員
は
、
著
作
を
刊
行
し
た
場
合
、
会
に
一
部
寄
贈
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

 

退
会
は
、
本
人
の
意
志
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
下
記
の
事
由
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

死
亡
し
た
と
き
、
三
年
以
上
会
費
を
滞
納
し
た
と
き
、
本
会
の
名
誉
を
著
し
く
損

な
う
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。 

第
八
条 

 

１
、
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 
 

 
 

 
 

会
長
一
名
・
副
会
長
三
名
以
内
・
理
事
若
干
名
・
監
事
二
名
・
事
務
局
長
一
名
・

会
計
一
名
・
顧
問
。 

 
 

 
 

 

２
、
会
長
・
副
会
長
・
理
事
・
監
事
は
会
員
の
中
か
ら
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。 

 
 

 
 

 

３
、
事
務
局
長
（
同
次
長
を
含
む
）・
会
計
は
会
長
が
指
名
し
、
監
事
を
除
く
職
に

あ
る
者
が
兼
ね
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 
 

 
 

 

４
、
必
要
に
応
じ
、
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
顧
問
は
総
て
の
会
議
に
出
席

し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条 

 

１
、
会
長
は
会
を
代
表
し
、
業
務
を
総
理
す
る
。 

２
、
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
代
行 

す
る
。 

３
、
理
事
は
会
務
の
執
行
を
決
定
す
る
。 

４
、
監
事
は
会
計
を
監
査
す
る
。 

第
一
〇
条 

１
、
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

２
、
補
欠
ま
た
は
増
員
に
よ
る
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
ま
た
は
現
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。 

３
、
役
員
は
そ
の
任
期
後
に
お
い
て
も
後
任
者
が
就
任
す
る
ま
で
は
そ
の
職
務
を

行
う
。 

第
一
一
条 

会
議
は
、
総
会
・
役
員
会
と
す
る
。
会
議
は
会
長
が
招
集
し
、
議
長
は
会
長
が
こ

れ
に
あ
た
る
。 



会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
副
会
長
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。 

１
、
総
会
は
、
年
一
回
開
催
し
、
役
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
ま
た
は
会
員
の

こ
と
だ
ろ
う
。
五
分
の
一
以
上
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
臨
時
に
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

２
、
総
会
は
次
の
事
項
を
審
議
決
定
す
る
。 

 
 

 
（
１
）
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算 

 
 

 

（
２
）
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算 

 
 

 

（
３
）
規
約
の
改
正 

 
 

 

（
４
）
役
員
の
選
出 

（
５
）
そ
の
他
必
要
な
事
項 

（
６
）
総
会
の
議
事
は
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
に
よ
り
決
定
す
る
。 

第
一
二
条 

会
計
年
度
は
そ
の
年
の
四
月
一
日
よ
り
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。 

第
一
三
条 

会
員
の
年
会
費
は
八
〇
〇
〇
円
と
し
、
年
度
内
に
納
入
す
る
。 

第
一
四
条 

会
の
事
務
を
行
う
た
め
に
事
務
局
を
置
く
。
場
所
は
会
長
が
指
定
す
る
。 

第
一
五
条 

機
関
誌
の
発
行
は
編
集
委
員
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
。 

第
一
六
条 

編
集
委
員
会
は
、
会
長
の
指
名
す
る
委
員
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

 

（
付
則
）
こ
の
会
則
は
、
令
和
二
年
九
月
二
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 


